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○協議案第３６号関連  

 

・国民健康保険税のシュミレーション及び他団体の調整内容  

 

・都市計画税の概要等  

 

・納税貯蓄組合関係



○平成１４年度ベースを合計して算定した場合

○平成１４年度ベース

国民健康保険税のシミュレーション（調定額、平成１４年度ベースによる）

１３２，１６１円

　２４，０４４円

国保税調定額区　　　分 １人当たり税額 １世帯当たり税額

８９０，６３６千円

  ９０，８１６千円

５８，５４０円

１７，６００円

国保税算定

シミュレーション

Ｈ１４年度ベース

で計算した場合

医療分

介護分

90,816

合　　計

890,636

5,000

3,000

14,676

18,431

142,819

13,400

0.78%

6.27%

4,900

19,476

27,083

西木村

158,387

6.50%

32.00%

23,000

33,000

58,661

37,511

1.08%

3.44%

7,900

22,800

28,500

56,117

124,229

田沢湖町

316,784

7.50%

11.60%

5,500

6,000

17,193

23,966

134,891

39,905

1.20%

4.00%

一人当たりの税額（円）

一世帯当たりの税額（円）

区　　　　分 角館町

415,465

8.00%

25.00%

23,000

34,000

60,484

所得割税率

資産割税率

均等割税率（円）

平等割税率（円）

介護分

医療分

国保税調定額（千円）

所得割税率

資産割税率

均等割税率（円）

平等割税率（円）

一人当たりの税額（円）

一世帯当たりの税額（円）

国保税調定額（千円）



○都市計画税の概要 
 
 （税の性格）・・・都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税され 
        される目的税です。 
 （課税対象）・・・都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する 
        土地及び家屋。ただし、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区 
        分する線引きを行っていない場合には、都市計画区域の全部又は一部で条 
        例で定める区域を課税区域とすることができます。 
 （税率）・・・・・・・１００分の０．３を上限として条例で定めます。 
 
《課税にあたっての留意事項》 
 （１）都市計画事業等の事業計画の内容や都市計画税の課税の必要性、採用税率の検討 
  （都市計画事業等の事業費を都市計画税の税収が上回るといったことのないよう考慮する 
   必要があります。） 
 （２）課税する場合の課税区域の設定の適否（課税区域の設定についての住民の理解が得ら 
   れるかどうか。）また、課税対象区域は原則として、「線引き済の都市計画区域」のうち「市 
   街化区域」とされており、仮に都市計画事業等が市街化区域の一部において実施される 
   ような場合であっても、当該市街化区域のうちの一部分のみを課税区域と定めることはで 
   きず、市街化区域全域を課税区域に定めなければなりません。 
 
《双方とも都市計画区域を有して合併する新しい市町村の対応として》 
 （１）合併する双方の市町村が「線引き」を行っており、合併後も「市街化区域」を有する場合 
   は、次のいずれかを選択することになります。 
   ①「市街化区域」を有する場合は、その区域全域を課税対象としなければならない 
    とされているので、合併後の新しい市町村の「市街化区域」全域に対して課税を 
    行う。 
   ②都市計画税の課税をやめる。 
  (2)合併する双方の団体が「線引き」を行っておらず、合併後も「市街化区域」をもた 
   ない場合は、次のいずれかを選択することになります。 
   ①合併前からの課税区域を加えて、従来課税されていなかった区域に、条例で課税 
    区域を設定する。 
   ②課税区域を廃止し、都市計画税の課税をやめる。 
   ③合併後の新しい市町村の一方が「線引きを行っており、他方は「未線引き」の場 
    合は、合併関係市町村の課税の実施状況等に応じて様々なケースが想定されます 
    が、上記（１）、（２）の考え方に準じて、課税区域等を検討することになります。

 
【合併特例法に基づく不均一課税】 
  合併したことによって、新たに都市計画税が課税されることになった地域に対しては、合併 
 特例法第１０条の、合併後直ちに合併市町村の全区域にわたって均一の課税をすることが著 
 しく均衡を欠くと認められる場合は、合併が行われた年度とこれに続く５年度に限り、その衡平 
 を欠く程度を限度として不均一の課税をすることができるという特例規定により、地方税の不均 
 一課税を行うことができます。 

 



都市計画区域内事業計画

国庫支出金 県支出金 地方債 分担金 その他 一般財源

生保内公園運動広場等改修事業 田沢湖町 １６～１９ 109.0 80.0 29.0

武蔵野線道路改良事業 田沢湖町 １８～２２ 500.0 275.0 180.0 45.0

駅野中線道路改良事業 田沢湖町 17 117.0 58.5 29.2 29.3

駅前・宮ノ前線道路改良事業 田沢湖町 17 48.6 38.0 10.6

駅前宮ノ前線（事業負担金） 秋 田 県 １６～１７ 52.2 43.0 9.2

826.8 333.5 0.0 370.2 0.0 0.0 123.1

岩瀬北野線道路改良工事 角 館 町 １９以降 2,700.0 1,350.0 1,280.0 70.0

小館菅沢線道路改良工事 角 館 町 １９以降 1,100.0 550.0 520.0 30.0

水ノ目沢線道路改良工事 角 館 町 １９以降 1,700.0 850.0 800.0 50.0

まちづくり総合支援事業東西自由通路 角 館 町 ２１以降 720.0 240.0 360.0 120.0

花場菅沢線道路改良工事 角 館 町 １９以降 4,800.0 2,400.0 2,280.0 120.0

岩瀬北野線道路改良工事 角 館 町 １６～１８ 970.0 485.0 460.0 25.0

まちづくり総合支援事業角館駅周辺地区 角 館 町 １６～２０ 1,203.0 401.0 600.0 202.0

13,193.0 6,276.0 0.0 6,300.0 0.0 0.0 617.0

14,019.8 6,609.5 0.0 6,670.2 0.0 0.0 740.1

年次別一般財源充当額

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２

11.85 51.75 16.25 16.25 9.00 9.00 9.00

48.70 48.70 48.70

※角館町は、一般財源の内、約４５百万円が都市計画税（目的税）を充当している。

（単位：百万円）

町　村　名

角館町

田沢湖町

（単位：百万円）

8.30

40.40

29.30

10.60

4.60

合　　　　　計

角　　館　　町

田沢湖町

備考

一般財源／事業年数

7.25

9.00

財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳
事　　　　　業　　　　　名 事業主体 実施年度 総事業費



1 秋 田 市 ○

2 能 代 市 ○ ○ １５年度から廃止
3 横 手 市 ○ ○ １５年度から減額
4 大 館 市 ○ ○ 奨励金を補助金に移行する方向で検討中
5 本 荘 市 ○ ○ 平成１４年度で納税奨励金を廃止、１５年度から事務費補助金として交付
6 男 鹿 市 ○

7 湯 沢 市 ○

8 大 曲 市 ○

9 鹿 角 市 ○ ○ 平成１４年度で奨励金を廃止、１５年度から補助金の１世帯当たり単価を引き上げ
10 小 坂 町 ○

11 鷹 巣 町 ○

12 比 内 町 ○

13 森 吉 町 ○

14 阿 仁 町 ○ ○ 段階的に見直しを検討中
15 田 代 町 ○

16 合 川 町 ○

17 上小阿仁村 ○

18 琴 丘 町 ○ ○ 補助金の削減
19 二 ツ 井 町 ○ ○ 平成１３年度から５％ずつ削減している　廃止も検討中
20 八 森 町 ○

21 山 本 町 ○ ○ 平成１５年度から奨励金２．８％から２．５％に引き下げ　廃止も検討中
22 八 竜 町 ○

23 藤 里 町 ○

24 峰 浜 村 ○ ○ 平成１５年度から交付率の引き下げ
25 五 城 目 町 ○ ○ 平成１５年度で奨励金を廃止、１５年度から事務費交付金として交付
26 昭 和 町 ×

27 八 郎 潟 町 ○

28 飯 田 川 町 ○ ○ 奨励金を廃止の方向で検討中
29 天 王 町 ○

30 井 川 町 ○

31 若 美 町 ○

32 大 潟 村 ×

33 河 辺 町 ○

34 雄 和 町 ○ ○ 交付率を１．２％に引き下げた
35 仁 賀 保 町 ○

36 金 浦 町 ○

37 象 潟 町 ○

38 矢 島 町 ○

39 岩 城 町 ○ ○ 平成１５年度から奨励金の廃止
40 由 利 町 ○

41 西 目 町 ○ ○ 平成１５年度から廃止
42 鳥 海 町 ○

43 東 由 利 町 ○

44 大 内 町 ○ ○ 交付総額の削減
45 神 岡 町 ○

46 西 仙 北 町 ○

47 角 館 町 ○ ○ 補助率を４％から３％に引き下げ
48 六 郷 町 ○

49 中 仙 町 ○ ○ 奨励金を事務費補助金とする方向で検討中
50 田 沢 湖 町 ○ ○ 段階的に交付率を引き下げている
51 協 和 町 ○

52 南 外 村 ○

53 仙 北 町 ○

54 西 木 村 ○

55 太 田 町 ○

56 千 畑 町 ○

57 仙 南 村 ○

58 増 田 町 ○ ○ 平成１６年度より納期限経過後に納付した分についての奨励金を廃止
59 平 鹿 町 ○ ○ 取扱税額に一定率を乗じる　交付率の引き下げ
60 雄 物 川 町 ○

61 大 森 町 ○

62 十 文 字 町 ○

63 山 内 村 ○ ○ 平成１５年度から普通税２％から１．８％へ、国保税１．５％から１．３％に引き下げ
64 大 雄 村 ○

65 稲 川 町 ○ ○ 交付額の削減を検討
66 雄 勝 町 ○ ○ 平成１４年度から国保税の交付率を１／２に引き下げ
67 羽 後 町 ○ ○ 平成１５年度から交付率の見直し
68 東 成 瀬 村 ×

69 皆 瀬 村 ○ ○ 平成１６年度に廃止予定
市 計 9

町 村 計 57

合 計 66

納税貯蓄組合（平成１４年度実績）

見直しの主な内容補助金等交付の有無 見直しの有無区　　　分



 

 

○協議案第３７号関連  

 

・先進市事例  

 

・使用料・手数料調べ



先進市事例 

 

 

■さいたま市（浦和市・大宮市・与野市） 

  

■西東京市（田無市・保谷市） 

 

■篠山市（篠山町・西紀町・丹南町・今田町） 

 

■あきる野市（秋川市・五日市町） 

 

  。 

１ 使用料については、原則として現行のとおりとする。 

  ただし、同一又は類似する施設の使用料については可能な限り統一する。また、必要に応じて緩和

措置を講ずるものとする。 

２ 手数料については、3 市におけるこれまでの料金改定の経緯や受益者負担の原則を基本に、サービス

に対する適正な負担額を決定し、合併時に統一するものとする。 

2 市で差異のある使用料、手数料については、次のとおり取り扱うものとする。 

１ 学校施設使用料及び公園使用（占有)料については、田無市の例による。 

２ 清掃手数料については、原則田無市の例により調整する。 

３ 事務手数料については、現行単価を基準として統一を図る。 

４ 保育料については、負担の軽減を図る方向で調整する。 

５ 学童クラブ育成料及び間食費については、田無市の例により調整する。 

 使用料及び手数料については、原則として現行のとおりとする。ただし、新町における住民の一体性

の確保を図るとともに、住民負担に配慮し、負担の公平性の原則から、適正な料金のあり方等につい

て、新町において引き続き検討する。 

１ 幼稚園保育料については、西紀町及び今田町の例による。 

２ 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料については、篠山町の例による。 

３ 保育所保育料については、国の保育料徴収基準額表参考として、合併時に調整する。 

４ 国民健康保険直営診療所使用料及び手数料については、篠山市の例による。 

 使用料は、当分の間、原則として現行のとおりとする。ただし、道路占有料については、秋川市の制

度に統一する。 

 なお、類似の施設等については、新市において調整する。また、手数料については、住民の一体性の

確保を図るとともに、住民負担に配慮し、「負担の公平性の原則」により、統一に努める。 



■新潟市（新潟市・黒埼町） 

 

■潮来市（潮来町・牛堀町） 

 

 上水道については新潟市の制度に統一するものとされたが、料金が上がる者（主に大口利用者）につい

ては３年間不均一料金を適用。下水道については新潟市の制度に統一。 

保育料については合併年度は新潟市、黒埼町それぞれの保育料を適用し、合併後１年度目から３年度目

にかけてそれぞれの階層間の差額を 1/3 ずつ調整。階層は合併後１年目に統一。 

水道料金、加入金、分担金については、合併年度は現行どおりとし、翌年度以降３年を目途に計画的に

調整、下水道業務については、合併時に潮来町の制度に統一。 

粗大ごみの拠点回収、ごみ袋の配布方法については、合併時までに新たな制度を確立することとした。

その他の使用料等については、原則的に潮来町の制度に統一することとした（ただし、牛堀町の公民館

使用料等については新たに定めるものとした。）。手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに

「負担の公平性の原則」により、可能な限り統一に努めるものとした。 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（戸籍関係） （戸籍関係） （戸籍関係）

戸籍の謄抄本手数料 450 戸籍の謄抄本手数料 450 戸籍の謄抄本手数料 450

除籍の謄抄本手数料 750 除籍の謄抄本手数料 750 除籍の謄抄本手数料 750

戸籍に記載した事項に関する証明手数料 350 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 350 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 350

除籍に記載した事項に関する証明手数料 450 除籍に記載した事項に関する証明手数料 450 除籍に記載した事項に関する証明手数料 450

350 350 350

1,400 1,400 1,400

届書その他の書類の閲覧手数料 350 届書その他の書類の閲覧手数料 350 届書その他の書類の閲覧手数料 350

（住基関係） （住基関係） （住基関係）

身分・身元に関する証明手数料 200 身分・身元に関する証明手数料 200 身分・身元に関する証明手数料 200

本籍・住所・居住に関する証明手数料 200 本籍・住所・居住に関する証明手数料 200 本籍・住所・居住に関する証明手数料 200

住民基本台帳の閲覧手数料 200 住民基本台帳の閲覧手数料 200 住民基本台帳の閲覧手数料 200

200 200 200

住民票の記載事項の証明書手数料 200 住民票の記載事項の証明書手数料 200 住民票の記載事項の証明書手数料 200

（臨時運行許可関係）

臨時運行許可申請手数料 750 臨時運行許可申請手数料 750

差異のな
い手数料
であるた
め、現行
のとおり
とする。

上質紙を用いた婚姻・養子縁組・養子離婚
又は認知の届出の受理証明書手数料

上質紙を用いた婚姻・養子縁組・養子離婚
又は認知の届出の受理証明書手数料

上質紙を用いた婚姻・養子縁組・養子離婚
又は認知の届出の受理証明書手数料

住民票及び戸籍の附票の写しの交付手
数料（個人）

住民票及び戸籍の附票の写しの交付手
数料（個人）

住民票及び戸籍の附票の写しの交付手
数料（個人）

西木村角館町田沢湖町

届出・申請の受理又は届書その他の書
類の記載事項の証明書手数料

届出・申請の受理又は届書その他の書
類の記載事項の証明書手数料

届出・申請の受理又は届書その他の書
類の記載事項の証明書手数料

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（税務関係） （税務関係） （税務関係）

課税に関する証明 200 課税に関する証明 200 課税に関する証明 200

納税に関する証明 200 納税に関する証明 200 納税に関する証明 200

資産に関する証明 200 資産に関する証明 200 資産に関する証明 200

固定資産税公租公課証明書 200 固定資産税公租公課証明書 200 固定資産税公租公課証明書 200

固定資産課税証明書 200 固定資産課税証明書 200 固定資産課税証明書 200

固定資産評価証明書（法務局提出用） 0 固定資産評価証明書（法務局提出用） 0 固定資産評価証明書（法務局提出用） 0

営業証明 200 営業証明 200 営業証明 200

台帳閲覧 200 台帳閲覧 200 台帳閲覧 200

住宅家屋証明 200 住宅家屋証明 200 住宅家屋証明 200

住民基本台帳の閲覧手数料 200 住民基本台帳の閲覧手数料 200 住民基本台帳の閲覧手数料 200

軽自動車納税証明 0 軽自動車納税証明 0 軽自動車納税証明 0

督促状 100 督促状 100 督促状 100

住宅用家屋証明申請手数料 200 住宅用家屋証明申請手数料 200 住宅用家屋証明申請手数料 200

諸税及び公課に関する証明手数料 200 諸税及び公課に関する証明手数料 200 諸税及び公課に関する証明手数料 200

営業に関する証明手数料 200 営業に関する証明手数料 200 営業に関する証明手数料 200

優良宅地造成認定申請手数料 86,000 優良宅地造成認定申請手数料 86,000 優良宅地造成認定申請手数料 86,000

差異のな
い手数料
であるた
め、現行
のとおり
とする。

角館町 西木村田沢湖町

 
 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

6,200 6,200 6,200

8,600 8,600 8,600

13,000 13,000 13,000

35,000 35,000 35,000

43,000 43,000 43,000

6,200 6,200 6,200

8,600 8,600 8,600

13,000 13,000 13,000

35,000 35,000 35,000

43,000 43,000 43,000

（狂犬病予防関係） （狂犬病予防関係） （狂犬病予防関係）

犬の登録手数料 3,000 犬の登録手数料 3,000 犬の登録手数料 3,000

狂犬病予防注射済票交付手数料 550 狂犬病予防注射済票交付手数料 550 狂犬病予防注射済票交付手数料 550

犬の鑑札の再交付手数料 1,600 犬の鑑札の再交付手数料 1,600 犬の鑑札の再交付手数料 1,600

狂犬病予防注射済票再交付手数料 340 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340 狂犬病予防注射済票再交付手数料 340

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡以下）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡以下）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡以下）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡～500㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡～500㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡～500㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積500㎡～2,000㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積2,000㎡～10,000㎡)

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡～500㎡）

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡～500㎡）

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積500㎡～2,000㎡）

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積500㎡～2,000㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積2,000㎡～10,000㎡)

優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積2,000㎡～10,000㎡)

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積500㎡～2,000㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積500㎡～2,000㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積500㎡～2,000㎡）

良質住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積2,000㎡～10,000㎡)

良質住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積2,000㎡～10,000㎡)

良質住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積2,000㎡～10,000㎡)

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡～500㎡）

優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積10,000㎡以上)

優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積10,000㎡以上)

優良住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積10,000㎡以上)

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡以下）

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡以下）

良質住宅新築認定申請手数料
（新築住宅床面積100㎡以下）

田沢湖町 角館町 西木村

良質住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積10,000㎡以上)

良質住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積10,000㎡以上)

良質住宅新築認定申請手数料
(新築住宅床面積10,000㎡以上)

差異のな
い手数料
であるた
め、現行
のとおり
とする。

 
 
 
 
 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（田沢湖町火葬場）

斎場使用料（15歳以上） 16,900

斎場使用料（15歳未満） 10,400

斎場使用料（死胎児） 3,900

斎場使用料（上肢・下肢） 3,900

斎場使用料（改葬） 3,900

（地籍調査関係） （地籍調査関係）

2,000 2,000

4,000 4,000

400 400

1,000 1,000

800 800

2,000 2,000

400

200

200

差異のな
い手数料
について
は、現行
のとおり
とする。
差異のあ
る手数料
について
は、合併
時に統一
するよう
調整す
る。

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅲ　１筆測量図　フィルム１枚）

地籍調査座標値成果簿手数料
（図根点成果簿閲覧）

地籍調査座標値成果簿手数料
（筆界点成果簿閲覧）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅲ　１筆測量図　紙１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅲ　１筆測量図　フィルム１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅱ　１筆図形　フィルム１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅱ　１筆図形　フィルム１枚）

角館町

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅱ　１筆図形　紙１枚）

田沢湖町

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅰ　平板図　紙１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅰ　平板図　フィルム１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅰ　平板図　紙１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅰ　平板図　フィルム１枚）

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅱ　１筆図形　紙１枚）

地籍調査土地情報手数料
（筆界点座標値一覧表）

西木村

地籍調査土地情報手数料
（図面処理Ⅲ　１筆測量図　紙１枚）

各種施設
使用料の
ため、原
則として
現行のと
おりとす
る。

 
 
 
 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

400

地籍図複図（複写） 300

400

地籍図複図（複写） 300

（廃棄物収集関係） （廃棄物収集関係） （廃棄物収集関係）

一般廃棄物収集運搬業申請手数料 2,000 一般廃棄物収集運搬業申請手数料 2,000 一般廃棄物収集運搬業申請手数料 2,000

1,000 1,000 1,000

（最終処分場関係） （最終処分場関係） （最終処分場関係）

最終処分場処理手数料（100㎏まで） 200 最終処分場処理手数料（100㎏まで） 200 最終処分場処理手数料（100㎏まで） 200

100 100

最終処分場処理手数料（150㎏まで） 300

最終処分場処理手数料（200㎏まで） 400

最終処分場処理手数料（250㎏まで） 500

最終処分場処理手数料（300㎏まで） 600

最終処分場処理手数料（350㎏まで） 700

最終処分場処理手数料（400㎏まで） 800

地籍調査土地情報手数料
（図根点座標値一覧表）

地籍調査土地情報手数料
（図根点座標値一覧表）

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料

最終処分場処理手数料
（100㎏を超し50㎏ごとに）

最終処分場処理手数料
（100㎏を超し50㎏ごとに）

田沢湖町 角館町 西木村

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料

差異のな
い手数料
であるた
め、現行
のとおり
とする。

差異のない
手数料につ
いては、現
行のとおり
とする。
差異のある
手数料につ
いては、合
併時に統一
するよう調
整する。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

最終処分場処理手数料（450㎏まで） 900

最終処分場処理手数料（500㎏まで） 1,000

100

（墓地関係） （墓地関係） （墓地関係）

公営墓地使用料（20㎡区画） 350,000

公営墓地使用料（12㎡区画） 200,000 公営墓地使用料（12㎡区画） 104,000

公営墓地使用料（8㎡区画） 130,000

公営墓地使用料（6㎡区画） 81,000 公営墓地使用料（6㎡区画） 300,000 公営墓地使用料（6㎡区画） 104,000

公営墓地使用料（4㎡区画） 46,000 公営墓地使用料（4㎡区画） 200,000

公営墓地管理手数料（20㎡区画） 7,210

公営墓地管理手数料（12㎡区画） 3,910 公営墓地管理手数料（12㎡区画） 1,000

公営墓地管理手数料（8㎡区画） 2,570

公営墓地管理手数料（6㎡区画） 1,750 公営墓地管理手数料（6㎡区画） 5,000 公営墓地管理手数料（6㎡区画） 1,000

公営墓地管理手数料（4㎡区画） 1,230 公営墓地管理手数料（4㎡区画） 3,000

（印鑑関係） （印鑑関係） （印鑑関係）

印鑑に関する証明手数料 200 印鑑に関する証明手数料 200 印鑑に関する証明手数料 200

印鑑登録証再交付手数料 1,000 印鑑登録証再交付手数料 500 印鑑登録証再交付手数料 700

角館町

最終処分場処理手数料
（500㎏を超し50㎏ごとに）

田沢湖町 西木村

差異のな
い手数料
であるた
め、現行
のとおり
とする。

各種施設
等の使用
料である
ため、原
則として
現行のと
おりとす
る。

差異のある
使用料であ
るため、合
併時に統一
するよう調
整する。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（デイサービス施設） （デイサービス施設）

デイサービス施設使用料　（1回につき） 500 デイサービス施設使用料　（1回につき） 300

（田沢湖町総合開発センター） （西木村総合開発センター）

大集会室基本使用料（４時間につき） 3,430 1,570

大集会室追加使用料（１時間につき） 740 1,570

小集会室使用料（４時間につき） 590 310

小集会室追加使用料（１時間につき） 200 520

590 520

150 520

宿泊研修室基本使用料（４時間につき） 990 100

宿泊研修室追加使用料（１時間につき） 200 150

婦人研修室基本使用料（４時間につき） 990 310

婦人研修室追加使用料（１時間につき） 200 310

調理実習室基本使用料（４時間につき） 990 100

調理自習室追加使用料（１時間につき） 200 150

食堂使用料（１か月につき） 47,090 310

田沢湖町 角館町 西木村

集会室使用料
基本使用料（昼間、4時間まで）

集会室使用料
基本使用料（夜間、3時間まで）

集会室使用料
追加使用料（昼間、1時間ごとに）

集会室使用料
追加使用料（夜間、1時間ごとに）

農林研修室兼農林実験室使用料
基本使用料（昼間、4時間まで）

農林研修室兼農林実験室使用料
基本使用料（夜間、3時間まで）

農林経営技術研修室基本使用料
（４時間につき）

農林経営技術研修室追加使用料
（１時間につき）

宿泊研修室使用料
基本使用料（夜間、3時間まで）

宿泊研修室使用料
追加使用料（昼間、1時間ごとに）

宿泊研修室使用料
追加使用料（夜間、1時間ごとに）

農林研修室兼農林実験室使用料
追加使用料（昼間、1時間ごとに）

婦人研修室使用料
基本使用料（昼間、4時間まで）

農林研修室兼農林実験室使用料
追加使用料（夜間、1時間ごとに）

宿泊研修室使用料
基本使用料（昼間、4時間まで）

各種施設
等の使用
料である
ため、原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

310

100

150

310

310

100

150

暖房料
使用料2
時間加算

宿泊料　（1人1夜につき） 310

（田沢地区コミュニティホーム） （コミュニティセンター）

510 3,000

720 2,000

510 2,000

720 2,000

720 2,000

1,030 5,000

510 7,000

田沢湖町 角館町 西木村

研修室基本使用料
（夜間、３時間につき）

憩の間基本使用料
（昼間、４時間につき）

憩の間基本使用料
（夜間、３時間につき）

研修室基本使用料
（昼間、４時間につき）

健康相談室使用料
基本使用料（昼間、4時間まで）

調理実習室基本使用料
（昼間、４時間につき）

調理実習室基本使用料
（夜間、３時間につき）

２階和室基本使用料
（昼間、４時間につき）

健康相談室使用料
基本使用料（夜間、3時間まで）

コミュニティセンター利用料金　研修室
（通常の使用）

コミュニティセンター利用料金　会議室
（通常の使用）

コミュニティセンター利用料金　和室
（通常の使用）

健康相談室使用料
追加使用料（昼間、1時間ごとに）

健康相談室使用料
追加使用料（夜間、1時間ごとに）

コミュニティセンター利用料金　体育館
（通常の使用）

婦人研修室使用料
基本使用料（夜間、3時間まで）

コミュニティセンター利用料金　調理室
（通常の使用）

婦人研修室使用料
追加使用料（昼間、1時間ごとに）

婦人研修室使用料
追加使用料（夜間、1時間ごとに）

コミュニティセンター利用料金　体育館・研修室・会
議室・和室・調理室（興行等の使用、夜間）

コミュニティセンター利用料金　体育館・研修室・会
議室・和室・調理室（興行等の使用、昼間）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

720 300

720 510

1,030 3,090

100 5,150

200

100

200

100

200

100

200

100

（公民館） （公民館）

300 310

300 100

900 100

900 210

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

角館町 西木村

コミュニティ運動施設使用料　運動広場
（昼間、１回につき）

コミュニティ運動施設使用料　運動広場
（興行又は類似する行為で使用、夜間１回につき）

憩の間追加使用料
（昼間、１時間につき）

憩の間追加使用料
（夜間、１時間につき）

会議室基本使用料
（夜間、３時間につき）

コミュニティ運動施設使用料　運動広場
(興行又は類似する行為で使用、昼間１回につき)

研修室追加使用料
（夜間、１時間につき）

２階和室追加使用料
（昼間、１時間につき）

２階和室追加使用料
（夜間、１時間につき）

調理実習室追加使用料
（昼間、１時間につき）

調理実習室追加使用料
（夜間、１時間につき）

２階和室基本使用料
（夜間、３時間につき）

会議室基本使用料
（昼間、４時間につき）

田沢湖町

研修室追加使用料
（昼間、１時間につき）

会議室追加使用料
（昼間、１時間につき）

小野崎家使用料　研修室
（営利目的使用、1時間につき）

コミュニティ運動施設使用料　運動広場
（夜間、１回につき）

小野崎家使用料　和室
（営利目的使用、1時間につき）

小野崎家使用料　研修室
（非営利使用、1時間につき）

小野崎家使用料　和室
（非営利使用、1時間につき）

公民館使用料
和室（昼間、1時間につき）

公民館使用料
小会議室（昼間、1時間につき）

公民館使用料
大会議室（昼間、1時間につき）

公民館使用料
調理室（昼間、1時間につき）  



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

420

210

210

310

１００～５２０

～３００

（行政財産関係） 200 （行政財産関係） （行政財産関係）

再建築価
格に経過
年数によ
り逓減率
を乗じ更
に7／100
を乗じて
得た額

1㎡当り
の固定資
産税の評
価基準に
より算定
した評価
額に8.4
／100を
乗じて得
た額

再建築価
格に経過
年数によ
り逓減率
を乗じ更
に8.24／
100を乗
じて得た
額

行政財産使用料（土地、１年間）

近傍類地
の固定資
産課税台
帳登録価
格又は売
買実例価
格に3.6
／100を
乗じて得
た額

１㎡当り
の固定資
産税の評
価基準に
より算定
した評価
額に4／
100を乗
じて得た
額

行政財産使用料（土地、１年間）

近傍類地
の固定資
産課税台
帳登録価
格又は売
買実例価
格に4／
100を乗
じて得た
額

角館町 西木村

行政財産使用料（建物、１年間）

公民館使用料
大会議室（夜間、１時間につき）

公民館使用料
小会議室（夜間、1時間につき）

公民館使用料
和室（夜間、1時間につき）

公民館使用料　特別使用料

公民館使用料
調理室（夜間、1時間につき）

公民館使用料　備品使用

行政財産使用料
（建物、使用面積１㎡につき１年間）

行政財産使用料
（土地、使用面積１㎡につき１年間）

行政財産使用料（建物、１年間）

田沢湖町

差異のあ
る使用料
であるた
め、合併
時に統一
するよう
調整す
る。

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

215,000

月額水道
料金の1
／4に相
当する額

1,970

（田沢湖キャンプ場） （森林総合利用施設）

キャンプ場使用料（テント６人用） 2,000 2,200

キャンプ場使用料（小型テント持込料） 850 3,000

キャンプ場使用料（大型テント持込料） 1,100 9,000

キャンプ場使用料（タープ使用料） 300 1,800

150 11,000

150 2,200

キャンプ場使用料（キャンプ場入場料） 300 13,000

2,500 2,700

3,000 2,100

3,500 1,000

毛布使用料 200

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

キャンプ場使用料
（バンガロー使用料、６畳テラス付き）

キャンプ用テント使用料
（自家用、一張、午後3時～翌日午前10時まで）

コテージ使用料　（56.19㎡及び60.04㎡1
棟、午前11時～午後2時まで）

バンガロー使用料
（9.94㎡1棟、午後3時～翌日午前10時まで）

コテージ使用料
（30㎡1棟、午後3時～翌日午前10時まで）

コテージ使用料
（30㎡1棟、午前11時～午後2時まで）

キャンプ用テント使用料
（常設、一張、午後3時～翌日午前10時まで）

コテージ使用料　（56.19㎡及び60.04㎡1
棟、午後3時～翌日午前10時まで）

バンガロー使用料
（7.43㎡1棟、午後3時～翌日午前10時まで）

コテージ使用料
（37㎡1棟、午後3時～翌日午前10時まで）

コテージ使用料
（37㎡1棟、午前11時～午後2時まで）

行政財産使用料
（建物、町立病院1店1室、7.5㎡、1年間）

西木村田沢湖町 角館町

キャンプ場使用料
（バンガロー使用料、８畳）

キャンプ場使用料
（キャンプ用毛布使用料）

キャンプ場使用料
（キャンプ用マット使用料）

キャンプ場使用料
（バンガロー使用料、６畳）

行政財産使用料
（工作物、町立病院排水路（管）58ｍ）

行政財産使用料
（建物、大沼小規模水道、月額）

差異のあ
る使用料
であるた
め、合併
時に統一
するよう
調整す
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（田沢湖オートキャンプ場）

200

400

4,000

1,500

6,000

2,000

2,000

1,000

100

（観光情報センター）

300

観光情報センター追加使用料（1時間、1㎡） 70

（町民浴場）

町民浴場入場料（高校生以上） 350

町民浴場入場料（中学生） 200

町民浴場（小学生以下） 0

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

オートキャンプ場使用料
（キャンピングカーサイト、宿泊、１区画１泊）

オートキャンプ場使用料
(キャンピングカーサイト、日帰り、1区画1回)

オートキャンプ場使用料
(広場兼キャンプサイト、宿泊、1区画1泊)

西木村角館町

オートキャンプ場使用料
(広場兼キャンプサイト、日帰り、1区画1回)

オートキャンプ場使用料（シャワー、１回）

観光情報センター基本使用料（1日、1㎡）

田沢湖町

オートキャンプ場使用料（入場料、一般）

オートキャンプ場使用料
（テントサイト、日帰り、１区画１回）

オートキャンプ場使用料
（テントサイト、宿泊、１区画１泊）

オートキャンプ場使用料
(入場料,小・中学生)

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（田沢湖町就業改善センター）

集会室基本使用料（４時間につき） 2,450

集会室追加使用料（１時間につき） 590

590

150

590

150

婦人研修室基本使用料（４時間につき） 1,180

婦人研修室追加使用料（１時間につき） 240

生活実習室基本使用料（４時間につき） 1,180

生活実習室追加使用料（１時間につき） 240

8,800

14,700

14,700

38,200

11,700

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

他産業研修室追加使用料（１時間につき）

（田沢湖町民会館）

町民会館使用料
ホール（平日、午前9時～正午）

農業経営研修室基本使用料（４時間につき）

農業経営研修室追加使用料（１時間につき）

他産業研修室基本使用料（４時間につき）

西木村田沢湖町 角館町

町民会館使用料　ホール
（平日、正午～午後5時）

町民会館使用料　ホール
（平日、午後5時～午後10時）

町民会館使用料　ホール
（平日、午前9時～午後10時）

町民会館使用料
ホール（土・日・祝日、午前9時～正午）  



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

19,600

19,600

51,000

590

990

990

2,550

590

990

990

2,550

590

990

990

2,550

3,800

6,300

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

町民会館使用料
ホール（土・日・祝日、午後5時～午後10時）

町民会館使用料
ホール（土・日・祝日、正午～午後5時）

町民会館使用料
楽屋第一（午前9時～正午）

町民会館使用料
楽屋第一（正午～午後5時）

町民会館使用料
ホール（土・日・祝日、午前9時～午後10時）

町民会館使用料
練習室（午前9時～正午）

町民会館使用料
練習室（正午～午後5時）

町民会館使用料
練習室（午後5時～午後10時）

町民会館使用料
練習室（午前9時～午後10時）

角館町 西木村田沢湖町

町民会館使用料
楽屋第二（午前9時～午後10時）

町民会館使用料
ロビー１階（午前9時～正午）

町民会館使用料
楽屋第二（午後5時～午後10時）

町民会館使用料
楽屋第一（午後5時～午後10時）

町民会館使用料
楽屋第一（午前9時～午後10時）

町民会館使用料
楽屋第二（午前9時～正午）

町民会館使用料
楽屋第二（正午～午後5時）

町民会館使用料
ロビー１階（正午～午後5時）  



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

6,300

16,500

1,700

2,900

2,900

7,600

（町民体育館）

720

70

1,030

100

1,540

510

2,060

720

10,300

3,090

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

町民体育館使用料　興行・これに類するものに使用
（昼間３時間を超える１時間ごと）

角館町 西木村

町民会館使用料
ロビー１階（午後5時～午後10時）

町民会館使用料
ロビー２階（午前9時～午後10時）

町民会館使用料
ロビー１階（午前9時～午後10時）

町民会館使用料
ロビー２階（午前9時～正午）

町民会館使用料
ロビー２階（正午～午後5時）

町民会館使用料
ロビー２階（午後5時～午後10時）

田沢湖町

町民体育館使用料　体育のため使用
（昼間３時間まで）

町民体育館使用料　体育のため使用
（昼間３時間を超える１時間ごと）

町民体育館使用料　体育のため使用
（夜間３時間まで）

町民体育館使用料　体育のため使用
（昼間３時間を超える１時間ごと）

町民体育館使用料　興行・これに類するものに使用
（昼間３時間まで）

町民体育館使用料　会議・集会のため使用
（昼間３時間まで）

町民体育館使用料　会議・集会のため使用
（昼間３時間を超える１時間ごと）

町民体育館使用料　会議・集会のため使用
（夜間３時間まで）

町民体育館使用料　会議・集会のため使用
（夜間３時間を超える１時間ごと）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

15,450

3,600

（武道館） （武道館）

720 300

70 900

1,030 300

100 900

1,540

510

1,850

720

(郷土史料館）

150

郷土史料館入場料　（一般、１人） 200

100

150

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

角館町 西木村

武道館使用料　（営利目的使用、1時間につき）

弓道場使用料　（営利目的使用、1時間につき）

武道館使用料　会議・集会のため使用
（昼間３時間を超える１時間ごと）

町民体育館使用料　興行・これに類するものに使用
（夜間３時間まで）

町民体育館使用料　興行・これに類するものに使用
（夜間３時間を超える１時間ごと）

武道館使用料　柔剣道のため使用
（昼間３時間まで）

郷土史料館入場料
（小・中学生、団体２０人以上）

田沢湖町

郷土史料館入場料　（小・中学生、１人）

武道館使用料　会議・集会のため使用
（夜間３時間まで）

武道館使用料　会議・集会のため使用
（夜間３時間を超える１時間ごと）

武道館使用料　柔剣道のため使用
（昼間３時間を超える１時間ごと）

武道館使用料　柔剣道のため使用
（夜間３時間まで）

武道館使用料　柔剣道のため使用
（夜間３時間を超える１時間ごと）

武道館使用料　会議・集会のため使用
（昼間３時間まで）

郷土史料館入場料
（一般、団体２０人以上）

武道館使用料　（非営利使用、1時間につき）

弓道場使用料　（非営利使用、1時間につき）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（老人福祉センター）

200

90

100

200

300

100

200

（西宮家）

西宮家交流ホール　（和室10畳） 3,000

西宮家交流ホール　（和室8畳） 2,500

西宮家交流ホール　（和室6畳） 2,000

（伝承館）

伝承館観覧料　（大人1人） 300

伝承館観覧料　（小人1人） 150

伝承館観覧料　（大人、団体20人以上） 200

伝承館観覧料　（小人、団体20人以上） 100

老人福祉センター使用料
（採暖用燃料、大広間、１人１回）

西木村田沢湖町

老人福祉センター使用料
（個室使用料、４時間以上）

老人福祉センター使用料
（採暖用燃料、個室、ストーブ１台１時間ごと）

老人福祉センター使用料
（大広間使用料）

老人福祉センター使用料
（個室使用料、４時間以内）

角館町

老人福祉センター使用料
（入浴料12歳以上60歳未満）

老人福祉センター使用料
（入浴料6歳以上12歳未満）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

伝承館使用料　総合研修室（昼間） 8,240

伝承館使用料　総合研修室（夜間） 12,360

伝承館使用料　研修室（昼間） 3,090

伝承館使用料　研修室（夜間） 4,630

伝承館使用料　和室（昼間） 2,060

伝承館使用料　和室（夜間） 3,090

（平福記念美術館）

300

200

美術館観覧料　（6歳未満） 0

美術館観覧料　（大人団体、20人以上） 250

美術館観覧料　（小人団体、20人以上） 150

3,090

5,150

3,090

西木村角館町田沢湖町

美術館使用料　カルチャールーム
（1日につき4時間を超える使用）

美術館使用料　ふれあいサロン
（1日につき）

美術館使用料　カルチャールーム
（1日につき4時間以内の使用）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

美術館観覧料　（大人、高校生以上１人）

美術館観覧料　（小人、中学生以下１人）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（イベント交流館）

300

150

200

100

（伝承館・平福記念美術館・イベント交流館）

510

260

340

170

720

360

480

240

（中心市街地活性化センター）

500

角館町

伝承館・美術館・交流館3館共通観覧料
（大人、高校生以上団体20人以上）

伝承館・美術館・交流館3館共通観覧料
（小人、中学生以下団体20人以上）

中心市街地活性化センター利用料金
多目的ホール（1㎡1時間につき、利用料金の上限）

西木村

イベント交流館観覧料
（小人、小学生以上20人以上）

伝承館・美術館・交流館2館共通観覧料
（大人、高校生以上1人）

伝承館・美術館・交流館2館共通観覧料
（小人、中学生以下団体20人以上）

伝承館・美術館・交流館3館共通観覧料
（大人、高校生以上1人）

伝承館・美術館・交流館3館共通観覧料
（小人、中学生以下1人）

イベント交流館観覧料
（大人、高校生以上1人）

イベント交流館観覧料
（小人、小学生以上1人）

田沢湖町

伝承館・美術館・交流館2館共通観覧料
（大人、高校生以上団体20人以上）

伝承館・美術館・交流館2館共通観覧料
（小人、中学生以下1人）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。イベント交流館観覧料

（大人、高校生以上20人以上）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（農林業者研修集会施設）

2,060

3,090

2,060

1,030

200

200

（農林業者健康増進施設）

30,900

41,200

10,300

20,600

10,300

15,450

（森林総合利用施設）

テニスコート使用料（1面1時間につき） 200

200

農林業者研修集会施設使用料
生活実習室のガス・水道料（1時間ごとに）

西木村

農林業者健康増進施設使用料　トレーニングセンター
（興行・これに類するもので使用、午前9時～午後5時）

農林業者健康増進施設使用料　トレーニングセンター（興
行・これに類するもので使用、午後5時～午後10時）

農林業者健康増進施設使用料　トレーニングセンター
（興行・これに類するもので使用、午前中のみ）

農林業者健康増進施設使用料　トレーニングセンター
（興行・これに類するもので使用、午後のみ）

農林業者健康増進施設使用料　中川山村広場・運動広場
（興行・これに類するもので使用、夜間1回につき）

角館町

農林業者研修集会施設使用料
暖房料（暖房機1台につき1時間ごとに）

農林業者研修集会施設使用料
その他研修室（1回につき）

田沢湖町

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

ゲートボールコート使用料（1面1時間につき）

農林業者研修集会施設使用料
会議室・大会議室（1回につき）

農林業者研修集会施設使用料
生活実習室（1回につき）

農林業者健康増進施設使用料　中川山村広場・運動広場
（興行・これに類するもので使用、昼間1回につき）

農林業者研修集会施設使用料
高齢者研修室・小会議室（1回につき）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（勤労青少年ホーム）

音楽室使用料　（午前9時～正午まで） 510

和室使用料　（午前9時～正午まで） 510

510

講習室使用料　（午前9時～正午まで） 510

集会室使用料　（午前9時～正午まで） 510

図書室使用料　（午前9時～正午まで） 510

音楽室使用料　（正午～午後5時まで） 510

和室使用料　（正午～午後5時まで） 510

510

講習室使用料　（正午～午後5時まで） 510

集会室使用料　（正午～午後5時まで） 510

図書室使用料　（正午～午後5時まで） 510

610

和室使用料　（午後5時～午後9時まで） 610

610

610

田沢湖町 角館町 西木村

音楽室使用料　（午後5時～午後9時まで）

講習室使用料　（午後5時～午後9時まで）

料理実習室使用料　（午後5時～午後9時まで）

調理実習室使用料　（午前9時～正午まで）

料理実習室使用料　（正午～午後5時まで）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

610

610

軽運動室使用料　（午前9時～正午まで） 1,540

軽運動室使用料　（正午～午後5時まで） 1,850

1,850

（総合情報センター）

会議室使用料　（1時間につき） 400

相談室使用料　（1時間につき） 400

集会室使用料　（1時間につき） 400

700

800

800

800

（町民球場）

3,090

5,150

10,300

田沢湖町 角館町 西木村

集会室使用料　（午後5時～午後9時まで）

図書室使用料　（午後5時～午後9時まで）

町民球場使用料
（興行・類することに使用、昼間）

町民球場使用料
（興行・類することに使用、夜間）

町民球場使用料
（興行・類することに使用し入場料を徴収、昼間）

集会室使用料
（営利目的で使用、1時間につき）

コンピュータ使用料　（1台1時間につき）

会議室使用料
（営利目的で使用、1時間につき）

相談室使用料
（営利目的で使用、1時間につき）

軽運動室使用料　（午後5時～午後9時まで）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

15,450

（勤労者総合スポーツ施設）

1,260

1,570

3,150

5,250

210

310

（外ノ山テニスコート）

200

300

410

410

（馬術競技場）

3,090

5,150

競技場使用料　（入場料を徴収、昼間） 10,300

西木村

ゲートボール場使用料　（雇用保険被保険
者が使用、1面1時間につき）

競技場使用料　（入場料を徴収しない、昼間）

競技場使用料　（入場料を徴収しない、夜間）

テニスコート使用料
（町内の者が使用、1面1時間につき）

テニスコート使用料
（町外の者が使用、1面1時間につき）

夜間照明使用料
（町外の者が使用、1面1時間につき）

夜間照明使用料
（町外の者が使用、1面1時間につき）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

野球場使用料　（スポーツ活動利用、雇用
保険被保険者が使用、1時間につき）

野球場使用料　（スポーツ活動利用、一般
が使用、1時間につき）

田沢湖町 角館町

町民球場使用料
（興行・類することに使用し入場料を徴収、夜間）

野球場使用料　（その他の催し物利用、入
場料を徴収しないで使用、1時間につき）

ゲートボール場使用料
（一般が使用、1面1時間につき）

野球場使用料　（その他の催し物利用、入
場料を徴収して使用、1時間につき）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

競技場使用料　（入場料を徴収、夜間） 15,450

（駐車場）

武家屋敷駐車場料金　（大型1台） 1,030

武家屋敷駐車場料金　（中型1台） 510

武家屋敷駐車場料金　（小型1台） 300

（駐輪場）

80

1,540

1,030

1,000

100

（林業者等健康増進施設）

210

420

420

840

630

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

駐輪場使用料　（一般・児童・生徒・
学生が利用、普通駐輪、1回）

駐輪場保管料
（7日を超える日以降1日ごとに）

駐輪場保管料　（保管した日～7日ま
で）

駐輪場使用料　（児童・生徒・学生が
利用、定期駐輪、1か月）

角館町 西木村

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等がスポー
ツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

駐輪場使用料
（一般が利用、定期駐輪、1か月）

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

田沢湖町

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

1,260

840

1,680

210

520

5,250

10,500

15,750

21,000

5,250

310

630

630

1,260

1,050

2,100

1,570

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、村内外を問わず
営利目的に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料なし、村内外を問わず営利目
的に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料なし、村内外を問わず
営利目的に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、村内外を問
わず営利目的に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料なし、村内外を問
わず営利目的に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

田沢湖町 角館町 西木村

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

3,150

520

1,050

2,100

8,400

10,500

15,750

4,200

10,500

21,000

31,500

42,000

10,500

50,000

100

田沢湖町

農林産物直売・食材提供施設使用料
　（そば製粉機、製粉1㎏につき）

角館町 西木村

施設使用料（入場料あり、村内外を問わず催し物
で営利目的に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等がその
他の催し物で非営利目的に使用、午前9時前の1時間）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等がその
他の催し物で非営利目的に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等がその
他の催し物で非営利目的に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等がその
他の催し物で非営利目的に使用、午後5時～午後10時）

農林産物直売・食材提供施設使用料
　（1棟、1か月につき）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料あり、村内外を問わず催し物
で営利目的に使用、午後10時後の1時間）

（農林産物直売、食材提供施設）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等がその
他の催し物で非営利目的に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料あり、村内外を問わず催し物
で営利目的に使用、午前9時前の1時間）

施設使用料（入場料あり、村内外を問わず
催し物で営利目的に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、村内外を問わず
催し物で営利目的に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

（克雪センター）

260

310

420

520

210

260

310

420

30

50

暖房使用料　（ストーブ1台につき） 100

（多世代交流施設）

1,000

1,100

会議室使用料　（昼間、1時間につき） 500

会議室使用料　（夜間、1時間につき） 550

大会議室使用料
（非営利目的使用、午前8時30分～午後5時）

大会議室使用料
（非営利目的使用、午後5時～午後10時）

大会議室使用料
（営利目的使用、午前8時30分～午後5時）

大会議室使用料
（営利目的使用、午後5時～午後10時）

田沢湖町 角館町 西木村

和室使用料
（非営利目的使用、午前8時30分～午後5時）

和室使用料
（非営利目的使用、午後5時～午後10時）

和室使用料
（営利目的使用、午前8時30分～午後5時）

和室使用料
（営利目的使用、午後5時～午後10時）

電気使用料　（持込器具1キロワット以上）

多目的ホール使用料　（昼間、1時間につき）

多目的ホール使用料　（夜間、1時間につき）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

電気使用料　（持込器具1キロワット未満）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

和室使用料　（昼間、1時間につき） 500

和室使用料　（夜間、1時間につき） 550

（家畜運搬車）

～2,000

～3,000

～4,000

（村営牧野）

220

270

（林業総合センター）

200

150

1,000

300

（森林学習交流館）

200

200

角館町 西木村田沢湖町

工作室使用料
（非営利目的使用、1時間につき）

和室使用料
（非営利目的使用、1時間につき）

特用林産加工研修室使用料　（非営利目的若しく
は特用林産加工研究等で使用、1時間につき）

研修室使用料　（営利目的若しくは特用林
産加工研究以外で使用、1時間につき）

特用林産加工研修室使用料　（営利目的若しくは
特用林産加工研究以外で使用、1時間につき）

研修室使用料　（非営利目的若しくは特用
林産加工研究等で使用、1時間につき）

家畜運搬車使用料
（大曲仙北郡内、牛1頭あたり）

家畜運搬車使用料
（大曲仙北郡外、牛1頭あたり）

西木村牧野使用料
（肉用牛生後7か月以上、1頭1日につき）

西木村牧野使用料
（肉用牛仔付、1頭1日につき）

家畜運搬車使用料
（村営牧場入下牧、牛1頭あたり）

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

1,000

1,000

（健康増進センター）

210

420

420

840

630

1,260

840

1,680

210

520

5,250

10,500

15,750

21,000

西木村

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

田沢湖町 角館町

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料なし、村内外を問わず
営利目的で使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料なし、村内外を問
わず営利目的で使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料なし、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料なし、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料なし、村内外を問わず営利目
的で使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料なし、村内外を問
わず営利目的で使用、午前9時～正午）

工作室使用料
（営利目的使用、1時間につき）

和室使用料
（営利目的使用、1時間につき）

各種施設
等の使用
料である
ため,原則
として現
行のとお
りとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

5,250

310

630

630

1,260

1,050

2,100

1,570

3,150

520

1,050

2,100

8,400

10,500

15,750

4,200

10,500

施設使用料（入場料なし、村内外を問わず
営利目的で使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等がス
ポーツ文化行事に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、学生・一般の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、村内外に係わらず営利
目的で催物に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等が
非営利目的で催物に使用、午後10時後の1時間）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等が非営
利目的で催物に使用、午前9時前の1時間につき）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等が
非営利目的で催物に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等が
非営利目的で催物に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、村外の住民や団体等が
非営利目的で催物に使用、午後5時～午後10時）

施設使用料（入場料あり、児童・生徒の村外の団体等
がスポーツ文化行事に使用、午後5時～午後10時）

田沢湖町 角館町 西木村

各種施設
等の使用
料である
ため,原則
として現
行のとお
りとす
る。

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

21,000

31,500

42,000

10,500

630

310

（山の幸資料館）

200

100

資料館入館料　（6歳未満） 0

資料館入館料　（大人団体、20人以上） 100

資料館入館料　（小人団体、20人以上） 50

（駒草荘） （花葉館） （クリオン）

4,000 800 浴室入場料　（大人1日） 400

3,290 400 浴室入場料（小人1日） 200

0 600 宿泊料（大人1人1泊） 8,000

3,400 400 宿泊料（小人1人1泊） 6,000

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

田沢湖町 角館町 西木村

施設使用料（入場料あり、村内外に係わらず営利
目的で催物に使用、午後10時後の1時間）

施設暖房使用料　（1時間につき）

施設放送設備使用料　（1時間につき）

施設使用料（入場料あり、村内外に係わらず営利
目的で催物に使用、午前9時～正午）

施設使用料（入場料あり、村内外に係わらず営利
目的で催物に使用、正午～午後5時）

施設使用料（入場料あり、村内外に係わらず営利
目的で催物に使用、午後5時～午後10時）

使用料　（宿泊、鉄筋コンクリート・
トイレ付き、大人1人）

使用料　（宿泊、鉄筋コンクリート・
トイレ付き、児童1人）

使用料　（宿泊、鉄筋コンクリート・
トイレ付き、幼児1人）

使用料　（宿泊、鉄筋コンクリート、
大人1人）

交流促進センター（温泉棟）
体験学習室利用料金上限額　（大人、1回）

交流促進センター（温泉棟）
体験学習室利用料金上限額　（小人、1回）

交流促進センター（温泉棟）
浴室入湯料上限額　（大人、1日）

交流促進センター（温泉棟）
浴室入湯料上限額　（小人、1日）

資料館入館料　（大人、高校生以上、１人）

資料館入館料　（小人、中学生以下、１人）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

2,690 8,000 自炊棟宿泊料（大人、1日） 2,400

0 4,000 自炊棟宿泊料（小人、1日） 1,400

使用料　（宿泊、木造、大人1人） 2,990 25,000 温水プール使用料　（大人、1回） 500

使用料　（宿泊、木造、児童1人） 2,290 18,000 温水プール使用料　（小・中学生、1回） 300

使用料　（宿泊、木造、幼児1人） 0 23,000 1,500

1,200 16,000 3,000

840 8,000 1,000

700 6,000 500

950 11,000

700 10,000

550 12,000

0 6,000

900 10,000

650 27,000

550 20,000

650 20,000

500 14,000

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

田沢湖町 角館町 西木村

使用料　（宿泊、鉄筋コンクリート、
幼児1人）

使用料　（宿泊、鉄筋コンクリート、
児童1人）

交流促進センター（温泉棟）
体験学習室貸切利用料金上限額　（1/2室、1時間）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・
トイレ付き、大人1人）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・トイレ付
き、大人50人以上の団体、1人につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・トイレ付
き、大人100人以上の団体、1人につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・トイレ付
き、児童1人）

交流促進センター（温泉棟）
体験学習室貸切利用料金上限額　（1室1時間）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
キャンプルーム宿泊料上限額　（小人1人1泊）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
和室A日帰り料金上限額　（1室1回）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
試食室２使用料金上限額　（1室1時
間）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・トイレ付
き、児童100人以上の団体、1人につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・
トイレ付き、幼児1人）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、
大人50人以上の団体、1人につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、
大人100人以上の団体、1人につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、
児童1人）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、
児童50人以上の団体、1人につき）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
和室Ｂ日帰り料金上限額　（1室1回）

交流滞在施設（宿泊棟）
多目的ルーム宿泊料上限額　（大人1人1泊）

交流滞在施設（宿泊棟）
多目的ルーム宿泊料上限額　（小人1人1泊）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
試食室２使用料金上限額　（1/2室1時間）

交流滞在施設（宿泊棟）
和室Ｃ宿泊料上限額　（大人1人1泊）

交流滞在施設（宿泊棟）
和室Ｃ宿泊料上限額　（小人1人1泊）

多目的ホール使用料
（非営利目的使用、1時間ごとに）

多目的ホール使用料
（営利目的使用、1時間ごとに）

会議室使用
（午前9時～午後5時、1時間につき）

会議室使用
（午後5時～午後９時、1時間につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、大人1人）
地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
研修室使用料金上限額　（1室1時間）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
洋室宿泊料上限額　（大人1人1泊）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
洋室宿泊料上限額　（小人1人1泊）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
和室A・Ｂ宿泊料上限額　（大人1人1泊）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
和室A・Ｂ宿泊料上限額　（小人1人1泊）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート・トイレ付
き、児童50人以上の団体、1人につき）

地域特産物提供体験施設（宿泊棟）
キャンプルーム宿泊料上限額　（大人1人1泊）

 



使用料・手数料調べ

（円） （円） （円） 調整方針

400 8,000

0 10,000

500 10,000

350 10,000

250 8,000

0 8,000

使用料　（朝食） 800 9,000

使用料　（夕食） 2,000

（温泉供給）

17,850

3,570

（教員住宅） （教員住宅）

第1種教育教員住宅（1月あたり） 4,000 教職員住宅（1月あたり） 15,000

第2種教育教員住宅（1月あたり） 10,000

第3種教育教員住宅（1月あたり） 14,000

第4種教育教員住宅（1月あたり） 18,000

各種施設
等の使用
料である
ため,原
則として
現行のと
おりとす
る。

西木村田沢湖町

使用料　（町民休憩室、木造、町民使用）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、
児童100人以上の団体、1人につき）

使用料　（休憩、鉄筋コンクリート、
幼児1人）

使用料　（大広間、木造・会議使用、
50人以上の団体、1回）

使用料　（宿泊・休憩超過利用、1時間につき）

使用料　（大広間、鉄筋コンクリー
ト・会議使用、50人以上の団体、1回）

角館町

曲家使用料　床の間上限額（1室1回）

曲家使用料　座敷上限額（1室1回）

交流滞在施設（宿泊棟）
和室Ｃ日帰り上限額　（1室1回）

温泉供給料金
（普通供給、9キロリットル／日、1月あたり）

温泉供給料金
（臨時供給、9キロリットル／日、1月あたり）

曲家使用料　なんど上限額（1室1回）

曲家使用料　中の間上限額（1室1回）

曲家使用料　交流室上限額（1室1回）

曲家使用料　だいどころ上限額（1室1
回）



 

 

○協議案第３８号関連  

 

・先進市事例  

 

・行政区一覧



先進市事例 

 

 

■篠山市 

 

総代会及び区長については、合併時に統合する。 



行政区一覧
（世帯数） （世帯数） （世帯数）

（田沢地区） （角館地区） （西明寺地区）
鎧畑 25 上新町 35 潟尻 7
坂下 30 岩瀬町 27 潟野上 13
打野 20 下新町 24 潟野下 17
谷地村 30 下岩瀬町 27 十二峠 8
大山 29 岩瀬上丁 30 小山寺 3
西村 12 岩瀬本丁 40 佐曽田 21
見付田 8 岩瀬浜丁上 46 堂村上 15
仲村 17 岩瀬警察官舎 12 堂村下 11
前通 26 岩瀬団地① 33 荒町上 37
銅屋 18 岩瀬団地② 30 荒町中 19
先達 50 岩瀬浜丁下 22 荒町下 15

34 鎌足 14
（生保内地区） 36 八津 26
春山 23 28 小沢口 8
石神 63 上野中① 24 堀之内西 9
田沢湖高原 32 上野中② 19 堀之内東 12
水沢 19 上野東① 20 林崎 12
高野 61 上野東② 13 小原木 17
造道 51 上野西 30 石川原 20
中生保内上 59 勝楽南丁 45 高野上 20
中生保内下 70 岩瀬大町 8 高野下 6
滝沢団地 62 田町下丁 14 外谷地 8
武蔵野上１ 67 田町 23 上門屋上 20
武蔵野上２ 40 栄丁 10 上門屋下 22
武蔵野上３ 88 下竹原町 25 屋敷田 15
武蔵野上４ 44 竹原町 50 道目木 26
武蔵野下１ 45 駅通り 53 漆原上 17
武蔵野下２ 66 22 漆原下 16
武蔵野下３ 69 田町４区 14 入江 16
武蔵野下４ 112 田町３区 12 41
武蔵野下５ 97 駅前 20 27
男坂上１ 60 キャッスルＴＡ 12 古堀田 24
男坂下１ 21 駅前南 23 下橋元 10
男坂下２ 39 菅沢（あおばだい） 51 中組 30
男坂下３ 41 菅沢（みのりだい） 79 西野 15
浮世坂団地 17 外の山住宅① 7 寺村 23
駅前 42 外の山住宅② 15 小白川 11
沼田 48 あさひが丘 7 袖野 20

岩瀬下タ野北

あたりや通り

六本杉上
六本杉下

田沢湖町 西木村角館町

岩瀬玉川丁
岩瀬下タ野南

 



行政区一覧
（世帯数） （世帯数） （世帯数）

栄町 18 日の出町 73 山崎 35
新町営住宅 21 菅沢団地（１・２） 30 小渕野 21
大杉沢団地 95 菅沢団地（３・４） 30 宮田上 13
仙岩団地 19 菅沢団地（５・６） 30 宮田下 15
柳沢団地 28 寿楽荘通り 18 後川 12
宿北 38 大威徳通り 18 落合 14
宿南 38 外の山通り① 31 西荒井上 43
横町 55 外の山通り② 11 西荒井下 25
久保 58 菅沢① 47 塚野腰 23
手倉・相内 82 菅沢② 31
赤石・堂田 40 菅沢③ 20 （檜木内地区）
四十程 21 緑ヶ丘 41 戸沢 43
船場 22 29 鳥屋森 12
野村・田向 58 横町東 40 坂本 20
刺巻 30 中町 34 桁沢 23
刺巻字刺巻 11 下中町 20 中泊 27
明平 20 南校通り 28 比内沢 31
田子の木 22 裁判所通り 6 宮田 31
大沢 19 岩瀬中丁 52 浦子内上 6
玉川宿舎 11 小館 26 堀内 26
野中団地 8 西勝楽町二区 34 三共 22
先達野 26 下屋敷 15 上中里 28

大横丁 21 中里 24
（神代地区） 西勝楽町 37 小滝 29
城廻 47 七日町 33 小波内 23
本町 36 小人町 32 吉田 45
羽根ヶ台 49 歩行町 40 相内潟 10
熊ノ林 13 表町 30 相内 27
田中 19 川原町南 76 松葉上 19
太田 32 川原町北 56 松葉中 22
中関１ 21 細越町 13 松葉下 25
中関２ 20 谷地町 39 橋掛通 20
六丁野 15 山根町上丁 42 高屋 38
赤平 15 裏町 30 畑中 31
下道 7 山根町下丁 24 山口一 17
七ッ関 11 旭会 15 山口二 27
院内上 20 東勝楽丁 29 山口三 16
院内下 24 横町西 30 長戸呂上 17
鎌川上 36 角中南地区 26 長戸呂下 21

東部上新町

田沢湖町 角館町 西木村



行政区一覧
（世帯数） （世帯数） （世帯数）

鎌川下 36 西野川原 48 下田 14
国館上 29 西野川原二区 25 木田・相沢 29
国館下 17 桜見町① 54 久保 23
野中清水 29 桜見町② 66 大台野 20
柏林 21 桜見町③ 55 大台野開 9
上生田 32 桜見町④ 63
中生田 36 小倉前 19
下生田 30 小勝田新町 73
神代中央通 29 東下タ野 16
荒川尻１ 18 大中嶋 8
荒川尻２ 16 金山下 10
荒川尻３ 10 下川原 10
下荒川尻 28
生田松原 13
上森腰１ 27 11
上森腰２ 27 小勝田中村② 8
上森腰３ 16 小勝田上村 27
下森腰１ 13 川原 21
下森腰２ 15 安久戸 25
下森腰３ 10 八卦 8
下森腰４ 13 若神子 35
上谷地川 20 赤平 8
下谷地川 24 寺沢下 24
東田 29 北沢 9
手習石 20 寺沢上 27
大船 7 高屋下 15
柴倉 4 高屋上 41
出口 12 黒沢下 32
真崎野 27 黒沢上 28
上卒田 90 黒森 13
真崎 39 野原 10
荒町１ 24 山谷 9
荒町２ 22 大場 10
荒町３ 28 雫田 18
荒町４ 26 小勝田下村① 32
大荒田 25 小勝田下村② 20
黒倉 28 小勝田警察官舎 14
抱返 27 雇用促進住宅 70
大石野 10 鵜ノ崎川原 3

（中川地区）

角館町 西木村田沢湖町

小勝田中村①

 



行政区一覧
（世帯数） （世帯数） （世帯数）

中野 23 （雲沢地区）
戸狩野 11 野田 21
わらび座 157 熊堂 52

川下田 42
古米沢 21
中泊 38
古寺 20
鬼壁 26
桂渕 16
稲荷町 10
高森 21
月見堂 12
山口 18
雲然団地 28
上町屋 28
新町屋 20
下町屋 31
田中住宅 20
田中 41
東村 21
奥村 25
西村 36
八割内山 11
大瀬蔵野 23
切欠田 15
竹市 20
竹市野 11
中村 22
大畑 21
下碇 19
上碇 41
田頭 20
荒屋敷 44
さくらぎの里 30
荒屋敷団地 8
小倉一丁目 8
小倉通り 59

田沢湖町 角館町 西木村

 



行政区一覧
（世帯数） （世帯数） （世帯数）

（白岩地区）
下中川原 20
上中川原 23
浜上 15
浜下 16
後村 30
下タ町上 32
下タ町下 22
高屋敷 7
平城 9
入角山 6
寺後 15
前郷① 22
前郷② 23
前郷③ 18
前郷④ 21
前郷⑤ 24
堂の口 22
上花園 18
釣田上第一 18
釣田上第二 15
釣田中 14

12
釣田下第二 8
上村 13
下花園下 19
板井村 11
下花園上 13
碇メ石 7
神村 10
別当村 13

釣田下第一

田沢湖町 角館町 西木村
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（別表１）都市公園使用料又は占用料 （単位：円）

対象 条件

１平方ｍにつき１年

１平方ｍにつき１月

290 300

１日につき 3,930 4,000

≪参考≫

○都市公園法第５条第２項

○都市公園法第６条第１項

　都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

○都市公園法第６条第３項

　公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市
公園にあつては国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公開管理者に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しよ
うとするときも、同様とする。

　第１項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなけれ
ばならない。ただし、その変更が、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては条例で、国の設置に係る都市公園にあつては政令で定める軽易なも
のであるときは、この限りでない。

田沢湖町

興業

業としての映画の撮影

業としての写真の撮影

物品の販売、募金その他これに類する行為

使用期間が１年未満のとき

１人につき１日

法第５条第２項によ
る使用料

法第６条第１項同条
第３項及び条例に
よる占用料

100

１０円以内

７０円以内

30

30

10
１平方ｍにつき１日

競技会、展示会、博覧会、その他これに類する集会

角館町 西木村

使用期間が１年以上のとき

区分

その他の占用

花火、のろしの打上げ

 



田沢湖町 角館町 西木村
第１種電柱 770
第２種電柱 1,200
第３種電柱 1,600
第１種電話柱 690
第２種電話柱 1,100
第３種電話柱 1,500
その他の柱類 53
共架電線その他上空に設ける線類 7
地下電線その他地下に設ける線類 4
路上に設ける変圧器 １個につき１年 520
地下に設ける変圧器 占用面積１平方ｍにつき１年 360
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 1,100
郵便差出箱 450
広告塔 表示面積１平方ｍにつき１年 1,100
その他のもの 占用面積１平方ｍにつき１年 1,100
外径が０．１ｍ未満のもの 36
外径が０．１ｍ以上０．１５ｍ未満のもの 53
外径が０．１５ｍ以上０．２ｍ未満のもの 71
外径が０．２ｍ以上０．４ｍ未満のもの 140
外径が０．４ｍ以上１ｍ未満のもの 360
外径が１ｍ以上のもの 710

1,100
上空に設ける通路 710
地下に設ける通路 360
その他のもの 1,100
祭礼、縁日塔に際し、一時的に設けるもの 占用面積１平方ｍにつき１日 11
その他のもの 占用面積１平方ｍにつき１月 110

一時的に設けるもの 表示面積１平方ｍにつき１月 110
その他のもの 表示面積１平方ｍにつき１年 1,100

標識 １本につき１年 850
祭礼、縁日等に際し、１時的
に設けるもの

１本につき１日 11

その他のもの １本につき１月 110
祭礼、縁日等に際し、１時的
に設けるもの

その面積１平方ｍにつき１日 11

その他のもの その面積１平方ｍにつき１月 110
車道を横断するもの 1,100
その他のもの 540

令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号に掲げる工事用材料 占用面積１平方ｍにつき１月 110
○令とは、道路法施行令をいう。
○第１種電柱とは、電柱のうち３条以下の電線を支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱とは電柱のうち６条以上･
　の電線を支持するものをいう。
○共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
○表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

（単位：円）
（別表２）道路占用料

法第３２条第１項第
６号に掲げる施設

看板（アーチであるものを除く）

長さ１ｍにつき１年

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設

占用面積１平方ｍにつき１年

法第３２条第１項第
２号に掲げる工作
物

法第３２条第１項第
５号に掲げる施設

１本につき１年

長さ１ｍにつき１年

１基につき１月

占　　用　　物　　件

旗ざお

幕（令第７条第２号に掲げる
工事用施設であるものを除
く）

アーチ

令第７条第１号に掲
げる物件

１個につき１年

法第３２条第１項第
１号に掲げる工作
物



都市計画に関する参考資料 
 
都市計画の意義  ※都市計画運用指針（国土交通省）より 
 都市計画は都市内の限られた土地資源を有効に配分し、建築敷地、基盤施設用地、緑地・自然

環境を適正に配置することにより、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生

活及び機能的な都市活動を確保しようとするものである。 
 このためには、様々な利用が競合し、他の土地の利用との間でお互いに影響を及ぼしあうという

性格を有する土地について、その合理的な利用が図られるよう一定の制限を課する必要があるが

都市計画はその根拠として適正な手続きに裏打ちされた公共性のある計画として機能を果たすも

のである。 
 従って、都市計画は制限を通じて都市全体の土地利用を総合的・一体的観点から適正に配分す

ることを確保するための計画であり、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計

画を定めることを通じて都市のあり方を決定する性格をもつものといえる。 
 
都市計画区域指定の要件  
（都市計画法第５条第１項） 
 都道府県は、市又は人口、就職者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心

の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通

省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し開発し及

び、保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。 
 この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定する

ことができる。 
（都市計画法第５条第２項） 
 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法（昭和３１年法律第８３号）による都市

開発区域、近畿圏整備法（昭和３８年法律第１２９号）による都市開発区域、中部圏開発整備法

（昭和４１年法律第１０２号）による都市開発区域、その他新たに住居都市、工業都市その他の都

市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。 
 
都市計画区域指定による法的効果（例示） 
① 都市計画区域内において一定規模以上（※）の開発行為を使用とする場合は知事の許可 を

受ける必要がある。 
 ※都市計画区域内は3,000㎡以上（都市計画区域外においては10,000㎡以上） 
② 都市計画区域内において一定規模以上（※）の土地売買等の契約を締結した場合、知事 へ

届け出る必要がある。 
 ※その他の都市計画区域内は5,000㎡以上（都市計画区域外においては10,000㎡以上） 
③ 都市計画区域内に所在する土地で、一定のもの（※）を有償譲渡しようとする場合は知事 へ

届け出る必要がある。 
 ※公有地の拡大の推進に関する法律第４条関係 
④ 都市計画区域内において建築物を建設しようとする場合は、原則として建築基準法に基づ き

建築主事の確認を受けなければならない。 
⑤都市計画事業等の費用に充てるための財源として都市計画税の徴収が可能になる。 



公営住宅に関する参考資料 
 
家賃の決定方法  
  入居者の家賃は、公営住宅法施行令第２条の規定により決定される 
（家賃の算定方法） 
第２条 公営住宅法第１６条第１項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額 に

次に掲げる数値を乗じた額（当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあって は、近

傍同種の住宅の家賃の額）とする。 
① 公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法第２条第１項に 規

定する標準値の同法第６条の規定による公示価格その他の土地の価格を勘案して0.7以上 1.6以

下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に 係るもの

② 当該公営住宅の床面積の合計（共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。）を70㎡ で

除した数値 
③ 公営住宅の構造ごとに建設時から経過年数に応じて１以下で国土交通大臣が定める数値 の

うち、当該公営住宅にかかるもの。（１－経過年数×法で定める率（木造0.0177・その他0.0 114）） 
④ 事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他 の

当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上１以下で定める数値。 
２ 前項の家賃算定額基礎額は、下の表の左欄各号に定める入居者の収入の区分に応じてそ 

れぞれ右欄各号に定める額とする。 
 
      平成１５年度の家賃算定基礎額        （単位：円） 

 入居者の収入  家賃算定基礎額 
 123千円以下の場合 
 123千円を超え153千円以下の場合 
 153千円を超え178千円以下の場合 
 178千円を超え200千円以下の場合 
 200千円を超え238千円以下の場合 
 238千円を超え268千円以下の場合 
 268千円を超え322千円以下の場合 
 322千円を超える場合 

    37,100 
    45,000 
    53,200 
    61,400 
    70,900 
    81,400 
    94,100 
   107,700 

 

            月収＝（前年収入額－控除額）÷１２ 
 
 
家賃計算式 
 家賃＝（家賃算定基礎額）×（町村立地係数）×（規模係数）×（経過年数係数）×（利便性係数） 
                          ①              ②          ③              ④ 



先 進 事 例 
 
■瑞穂市（岐阜県） 

 １ 用地取得については、計画幅員６ｍ以下の用地買収単価については、現行の路線価を基準に一定率 
  を乗じた単価で買収する。その他の幹線道路については、鑑定評価額を基準とした単価で買収する。 
 ２ 都市計画区域については、当面は現行のとおりとし、新市において都市計画区域等の見直しを図る。

 
■山県市（岐阜県） 

 １ 公営住宅については現行のとおりとし、新市においても適正な維持管理に努めるとともに、公営住宅 
  供給の推進を図るものとする。 
 ２ 都市計画については現行のとおりとし、見直し等については新市において調整する。 

 
■かほく市（石川県） 

 １  

認定路線、町営駐車場及び公営住宅の運営管理については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする

 ２ 住宅マスタープラン、都市計画マスタープラン及び緑の基本計画については、新市において新たに策 
  定する。ただし、新計画のできるまでの間は、現行のとおり新市において取り扱うものとする。 
 ３ 都市計画区域及び都市計画道路については、新市において新たに策定する。ただし、新計画のでき 
  るまでの間は、現行のとおり新市において取り扱うものとする。 
 ４ 都市公園の整備及び維持管理については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 
 ５ 都市公園の占用許可等については、合併時までに統一する。 
 ６ 土地区画整理事業の支援内容等については、新市において調整する。ただし、実施中の土地区画整

 
■東かがわ市 

 １ 建設工事入札参加基準については、合併時に次のとおり統一する。※「別表省略」 
 ２ 町道は、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整する。 
 ３ 建設関係町単独事業（道路整備事業補助、建設事業分担金、急傾斜地崩壊防止対策事業分担金） 
  については、合併時に廃止し、新市において検討する。 
 ４ 道路占用料については、大内町の例により調整する。 
 ５ 道路舗装等復旧負担金については、大内町の例により調整する。 
 ６ 施設使用料及び占用料については、現行のとおりとし、随時調整する。

 
■あさぎり町 

 １ 公共土木関係事業の取扱いについては、新町建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業について 
  は、新町においても引き続き実施する。 
 ２ 町村道については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 
 ３ 町村独自の補助金及び分担金については、上村、深田村の例による。 
 ４ 住宅建設関係事業については、新町建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業については、新町 
  においても引き続き実施する。 

 
■いなべ市（三重県） 

 １ 町道については、現行どおり新市に引き継ぐものとし、路線区分については、新市で調整するものと 
  する。 
 ２ 町道工事にかかる受益者の負担費用については、合併時に調整する。 
 ３ 建設関係事業については、新市建設計画に基づき計画的に実施し、継続事業は引き続き実施する。 
 ４ 公営住宅については、適正な管理・運営に努めるものとする。 

  


